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はじめに

我が国はこれまで幾度も大きな自然災害に見舞わ
れ，その度に災害対策への思いを強め，新たな対策を
講じてきた．
令和 3年度の災害対策基本法改正により，災害時に
大きな被害を受ける障がい者や高齢者など避難行動要
支援者の「個別避難計画の作成」が市町村の努力義務
と位置づけられた１）．中でも医療的ケア児は電源確保等
の問題や医療との連携が必要であることから，よりき
め細やかな避難計画の作成が必要となる．
令和 3年度研究報告２）で，個別避難計画の作成対象に
医療的ケア児を含めている自治体は，回答した自治体
のうち 27.2％と低い水準にとどまっており，災害対策
基本法改正の内容を充分に理解している自治体が少な
いことが推測された．
そこで，医療的ケア児の個別避難計画の直近の作成

状況や，障壁となる課題などについて把握し，今後の
災害対策に活用することを目的に，全国 47都道府県と
20政令指定都市，全国の 57医療的ケア児等支援セン
ターに対するアンケート調査を実施した．

対象と方法

対象は全国 47都道府県と 20政令指定都市の災害担
当課と全国の医療的ケア児等支援センター 57施設．
調査期間は 2024年 9月 2日から 2024年 12月 31
日．各対象施設に調査票（表 1）を郵送し，オンライン
アンケートツール（Survey MonkeyⓇ）または郵送によ
り回答を得た．本調査は日本小児科学会倫理委員会の
倫理審査および当会理事会の承認を得て実施した．

結 果

42都道府県（89％），20政令指定都市（100％），医
療的ケア児等支援センター 51施設（89％）から回答を
得た（図 1～14）．

【医療的ケア児の把握について】
過去 5年以内の医療的ケア児の全数調査は，29都道
府県（69％），7政令指定都市（35％），29の医療的ケ
ア児等支援センター（57％）で実施していた．部分的
な調査まで含めると，37都道府県（88％），9政令指定
都市（45％），36の医療的ケア児等支援センター（71％）
で実施していた（図 1）．調査を実施した最終時期は
2024年が最も多かった（図 2）．
【個別避難計画の作成について】
医療的ケア児を災害時個別避難計画の作成対象とし
ていたのは，14都道府県（33％），2政令指定都市
（10％）， 18の医療的ケア児等支援センター（35％）で，
医療的ケア児の一部を含め個別避難計画の作成対象と
していたのは，28都道府県（67％），8政令指定都市
（40％），30の医療的ケア児等支援センター（59％）で
あった（図 4）．
在宅人工呼吸器管理を要する児を全数把握していた
のは 16都道府県（38％），3政令指定都市（15％），17
の医療的ケア児等支援センター（33％）で，部分的な
把握まで含めると 29都道府県（69％），9政令指定都市
（45％），33の医療的ケア児等支援センター（65％）で
あった（図 5）．
在宅人工呼吸管理を要する児の個別避難計画の作成
状況は，10都道府県（24％），5政令指定都市（25％），
16の医療的ケア児等支援センター（31％）で把握され
ており，作成人数は都道府県で 1～49名（中央値 7.5
名），政令指定都市で 3～34名（中央値 23名），医療的
ケア児等支援センターで 0～42名（中央値 0名），作成
された延べ人数は，都道府県で 125名，政令指定都市
で 90名，医療的ケア児等支援センターで 126名であっ
た（図 7）．
人工呼吸器は必要ないが酸素療法を要する児を把握
していたのは 10都道府県（24％），1政令指定都市
（5％），12の医療的ケア児等支援センター（24％）で，
部分的な把握まで含めると 19都道府県（45％），8政令
指定都市（40％），25の医療的ケア児等支援センター

日本小児科学会雑誌 130巻 3号 554～563（2026年）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／８００８５－１０１８３／ｓｈｏ０３－２１／ｙ１２１９５９１０１８３１００７９３７５
EDIAN　WING　石川 2026.03.06 09.32.38 Page 2(1)



555―（97）

表 1　アンケート調査票　

日児誌 130（3），2026
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図 1　過去 5年以内の都道府県内の医療的ケア児の全数調査

図 2　調査を実施した最終時期（年）

A B C

図 3　調査で把握した医療的ケア児人数

A B C

図 4　医療的ケア児の災害時個別避難計画作成について

A B C
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図 5　在宅人工呼吸器管理を要する児の把握について

A B C

図 6　在宅人工呼吸器管理を要する児 把握人数

A B C

図 7　人工呼吸器を要する児のうち個別避難計画を作成している児について

A B C

図 8　人工呼吸器は必要ないが酸素療法を要する児の把握について

A B C
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図 9　把握した人工呼吸器は必要ないが酸素療法を要する児の人数

A B C

図 10　人工呼吸器は必要ないが酸素療法を要する児のうち個別避難計画を作成している
児の人数

A B C

図 11　過去 5年以内に医療的ケア児と家族を含めた災害時避難訓練の実施について

BA C

図 12　災害時避難訓練の実施回数

A B C
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図 13　災害時避難訓練の実施人数

A B C

図 14　医療的ケア児の個別避難計画作成にあたっての障壁について

A B

C

（49％）であった（図 8）．
人工呼吸器は必要ないが酸素療法を要する児の個別

避難計画の作成状況は，8都道府県，1政令指定都市，
14の医療的ケア児等支援センターで把握されており，
把握している作成人数は都道府県で 2～52名（中央値
7名），医療的ケア児等支援センターで 0～6名（中央値
0名），作成された延べ人数は，都道府県で 117名，政
令指定都市で 4名，医療的ケア児等支援センターで 18
名であった（図 10）．
【避難訓練の実施状況について】
過去 5年以内に医療的ケア児と家族を含めた災害時
避難訓練を実施したのは，14都道府県（33％），5政令
指定都市（25％），17の医療的ケア児等支援センター
（33％）だった（図 11）．
【個別避難計画作成にあたっての障壁について】
個別避難計画作成の障壁については，回答が多かっ

た順に，都道府県では「連携不足」21件，「医療的ケア

児の把握が困難」18件，「人手不足（災害対策）」18件，
政令指定都市では「医療的ケア児の把握が困難」11
件，「医療的ケア児向けの福祉避難所がない」9件，「人
手不足（災害対策）」7件，医療的ケア児等支援センター
では「連携不足」32件，「医療的ケア児向けの福祉避難
所がない」27件，「行政の協力が得られなかった」21
件であり，主な障壁は共通していた（図 14）．個別避難
計画作成の障壁についての自由記述，個別避難計画作
成を進めるために必要なことについての自由記述（一
部抜粋）を表 2に示す．
障壁についての自由記述では，①行政内および関係
機関との連携の難しさ，②人手・資源の不足，③個人
情報保護と地域連携のジレンマ，④医療的ケア児の特
殊性に対する理解不足，⑤行政の認識不足や担当部門
の不明確さなどについて言及されていた．
作成を進めるために必要なことについての自由記述
では，①関係機関・部局間の連携強化，②人材確保と

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／８００８５－１０１８３／ｓｈｏ０３－２１／ｙ１２１９５９１０１８３１００７９３７５
EDIAN　WING　石川 2026.03.06 09.32.38 Page 7(1)



560―（102） 日本小児科学会雑誌 第130巻 第 3号

表 2―1　個別避難計画作成にあたっての障壁は何か
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表 2―2　個別避難計画作成を進めるために必要なこと
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表 3　

医療的ケア児支援センターの所在

病院
（18 件）

療育センター
（15 件）

県や県の施設
（9 件）

その他
（5 件）

都道府県の回答 医療的ケア児の全数把握をしている 15 件（83%） 5 件（33%） 7件（78%） 2件（40%）
在宅人工呼吸器児の全数把握をしている 6 件（33%） 4件（27%） 4 件（44%） 2 件（40%）
在宅人工呼吸器児の個別避難計画を作成している 4件（22%） 5 件（33%） 1件（11%） 0 件（0%）

医療的ケア児等
支援センターの
回答

医療的ケア児の全数把握をしている 11件（61%） 7件（47%） 4件（44%） 2件（40%）
在宅人工呼吸器児の全数把握をしている 6 件（33%） 4件（27%） 2件（22%） 3 件（60%）
在宅人工呼吸器児の個別避難計画を作成している 7件（39%） 3 件（20%） 1件（11%） 1件（20%）

意識向上，③対象者の把握と計画の周知・啓発，④地
域連携と共助の体制づくり，⑤避難環境とインフラの
整備，⑥財政・制度に関する課題が挙げられた．

考 察

医療的ケア児のうち，人工呼吸管理を要する児は，
電源確保などの問題が命に直結するため，個別避難計
画の作成が最も必要と考えられる．
在宅人工呼吸器児数は 2017年の全国調査で 3,834
人と算出されており３），その数は上昇傾向で，2024年時
点では 6,180人と推計されている４）． 今回の調査では，
在宅人工呼吸器児のうちで個別避難計画書を作成して
いた児の累計は，都道府県で 125名，政令指定都市で
90名，医療的ケア児等支援センターで 126名であり，
合算しても 341名である．重複があると考えると実際
の総数はさらに少ないと考えられ，全数の 5％程度し
か個別避難計画書が作成されていないと推測される．
個別避難計画書作成の前段階として，対象児を把握

していることが必要であるが，今回の調査では，在宅
人工呼吸器児を全数把握している都道府県は 38％，政
令指定都市は 15％，医療的ケア児等支援センターは
33％であり，把握の段階で課題が生じていることが分
かった．
個別避難計画作成の障壁に「連携不足」が多く挙げ

られたことから，医療的ケア児等支援センターの所在
を調べた（表 3）．47都道府県のうち，病院が 18件，
療育センターが 15件，県庁や県の施設が 9件，その他
が 5件であった．所在分類ごとに，都道府県と医療的
ケア児等支援センターにおける，①医療的ケア児の全
数把握，②在宅人工呼吸器児の全数把握，③在宅人工
呼吸器児の個別避難計画作成の有無についてまとめる
と，医療的ケア児等支援センターが病院に設置されて
いた場合に，医療的ケア児の全数把握がされている割
合が比較的高かった．いずれの所在でも，都道府県と
センターで把握内容に乖離があることが分かった．
石川県では，2019年から市町を通じて医療的ケア児
の実態調査を行っており，医療的ケア児の把握が進ん

でいた．また，医師・看護師・行政・学校など他職種
で構成された石川県小児医療ネットワーク事業協議会
が立ち上げられ，医療的ケア児等支援センター「この
この」が家族と支援者との懸け橋になるなど，連携に
ついても先進的な取り組みがなされていた．このため，
令和 6年能登半島地震（2024年）に見舞われた際に，
速やかな支援活動が可能となった５）．
今回の調査で，各地の担当者から問い合わせをいた
だき，直接やりとりをする機会があり，情熱を持って
医療的ケア児の災害対策に取り組む担当者がいること
を非常に心強く感じた．また，ある担当者の「個別避
難計画は一度作成してもアップデートしていかないと
いけないから終わりがない」という言葉も印象的だっ
た．
本研究の限界点として，調査対象を 47都道府県と

20政令指定都市の災害担当課，都道府県で設置してい
る医療的ケア児等支援センターとしたことが挙げられ
る．個別避難計画作成の努力義務は市町村にあるが，
全国の市町村を対象にした調査は対象数が多く困難で
あること，都道府県や医療的ケア児等支援センターが
指揮をとって作成を進めている自治体が多いことを想
定し対象を設定した．対象数を絞ったことでアンケー
トの回収率は高くなったが，あくまで作成は市町村の
努力義務であることから，「業務外であるため把握をし
ていない」とした自治体もあり，網羅的な調査として
は不十分であった可能性がある．
また，本研究は公表時に匿名化することを条件にア
ンケート調査を実施しており，匿名ゆえに率直な回答
が回収できた可能性がある一方で，地域ごとの現状に
ついては言及することができなかった．

さいごに

災害への意識が高まり，医療的ケア児の個別避難計
画の作成に力を入れて取り組む地域が増えているが，
地域によって取り組みの程度には濃淡がある．特に，
在宅人工呼吸器児のうち約 5％しか個別避難計画の作
成が把握されていなかったことを重大に受け止め，今
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後の対策を講じる必要がある．
作成担当者や当事者である医療的ケア児とその家族

の不安や負担を軽減し作成を進めるためには，知見の
ある支援者がリーダーシップを取ることや，医師が積
極的に作成に関わることが必要である．
また，個別避難計画作成は災害対策において重要な

事項ではあるが，避難計画作成に取り組む過程で，要
支援者と地域住民や行政担当者との連携が深まり，平
時の生活のしやすさにもつながることが期待される．
今回の調査で，医療的ケア児の個別避難計画の作成

自体は道半ばである地域が多いものの，各担当者が真
に課題に向き合っていることが分かった．今後二次

調査を行い，取り組みが進んでいる地域のノウハウを
共有し，全国の医療的ケア児の災害対策を底上げする
ことを今後の目標としたい．

謝辞 多忙な中でアンケート調査にご協力くださった都
道府県，政令指定都市，医療的ケア児等支援センターの担
当者様に心より感謝申し上げます．
また，日本小児科学会事務局の赤池学様，正直弓枝様に
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